
【握密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内
集計表

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
瞬
相
当

不
起
既
不
当

不起所相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
誘
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会駿回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

旺人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助貝

起
解
相
当

不
起
醗
不
当

不
起
所
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、酋

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

14 19 71 50 6 1 147 1 4 5 2 2 1 169 15 53 83 2 1 15 163 6 46 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



【樋密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内

大阪第一検察審査会

1

(注〉 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

鍍 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
解
不
当

不起所相当

起
読
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
”
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墜同数

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

鉦人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
翫
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

4 7 13 5 1 26 1 1 31 1 13 17 31 9

傭
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【樋密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内

大阪第二検察審査会

(最刑一）

(注） 『既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

鍍 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
．
訴
不
当

不起斫相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
蘇
処
分
の
不
存
在

申
立
樒
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墜同数

１
回
２
回
３
回

4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
斫
相
当

不
起
解
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 2 16 13 2 1 34 35 2 8 13 12 35 12

傭

考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【樋密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内

大阪第三検察審査会

(殿刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
解
不
当

不起訴相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
１
Ｊ〃

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会璽同数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以

上

証人尋問等の実施

検
察
ゞ
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
斫
相
当

不
起
解
不
当

不
起
癖
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ｰ一二

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審壷期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

6 2 16 18 36 1 1 1 1 44 4 10 30 38 6 8

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

G ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具

審査期間
及び人員



【擾塵性麺

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内

大阪第四検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は､法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分
．

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
所
相
当

不
起
解
不
当

不起訴相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
９
Ｊノ

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合
↑
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

｜
年
を
超
え
る
も
の

会醗回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
読
相
当

不
起
所
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、＝一二

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 2 14 4 2 22 1 1 25 3 8 13 1 25 7

備

考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具

審査期間
及び人員



【機密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内
堺検察審査会

(岐刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
豚
不
当

不起解相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
‐
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
８
Ｊ〃

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

、
１
Ｊノ

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今錘回教

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
酋
者

審査補助員

起
腓
相
当

不
起
解
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 8 10 1 22 1 1 1 1 1 25 2 13 9 1 25 6

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審壷期間
及び人員



【櫨密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大阪地裁管内

岸和田検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
豚
相
当

不
起
既
不
当

不起訴相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墾同薮

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
哲
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
豚
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

(受
審査期間
理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 3 4 7 I 1 9 3 1 1 1 3 9 4 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【機密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
京都地裁管内
集計表

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

鍛 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
瞬
相
当

不
起
翫
不
当

不起誘相当

起
砺
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
瞬
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会駿回数

1

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
読
相

当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ｰ

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 8 16 5 8 37 5 I 6 45 2 10 31 2 23 12 8 2 3 2 5 11

傭．

考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



【機密性室】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
京都地裁管内

京都第一検察審壷会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
解
不
当

不起訴相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
槽
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
．
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今壁同数

１

回

２
回
３
回
４
回

5

回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
斫
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 11 4 18 18 3 15 11 4 1 2 1 2 8

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【樫密性盆】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
京都地裁管内

京都第二検察審査会

(最刑一）

(注） 『既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
訴
不
当

不起斫相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

、
１
Ｊ〃

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下 ．

不
起
所
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

・
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今鑿同数

１

回

2

回

３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
脈
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 5 5 5 I ,16 5 1 6 24 2 7 13 2 12 5 7 2 5 3

備

考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【機密性盆】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
京都地裁管内
宮津検察審査会

(注） 『既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

譲 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
豚
相
当

不
起
瞬
不
当

不起訴相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六

月

以

内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会窒回数

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
・
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
読
相
当

不
起
解
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審壷期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 3 3 3 3

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【撮密件堂】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
京都地裁管内
舞観検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

謹 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
瞬
相
当

不
起
訴
不
当

不起所相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑

な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会譲回数

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審壷期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

グ

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【擾密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 ・ 続 別 年 報

第2表令和 6年
神戸地裁管内
集計表

(最刑一）

(注） 『既済人員」の『審査状況」の各欄及ぶ「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
齢
相
当

不
起
読
不
・
当

不起翫相当

起
訴
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
・
る
も
の

会礒回数

1

回

2

回

3

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
誘
。
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
．
超
え
る
も
の

人
員

3 21 34 5 10 70 2 2 1 1 2 77 3 28 39 5 1 1 68 8 1 2 16

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



【樫密栓21

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
神戸地裁管内

神戸第一検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
斫
不
当

不起訴相当

起
翫
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
↓
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
０
Ｊノ

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
◆
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
、
送

合
．
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今塞回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
読
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済

(第2段

査事件

人員

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 3 10 2 10 25 1 1 1 1 30 1 15 13 1 30 9

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【提密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
神戸地裁管内

神戸第二検察審査会

(注） 『既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
瞬
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
‐
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
鮮
処
分
の
不
存
在

申
立
橘
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

針

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
・
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会鰹同数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
↓
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
↓
起
訴
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

13 13 3 29 29 2 8 19 ” 1 5

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具

審査期間
及び人員



【機密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
神戸地裁管内
伊丹検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不起鮮相当

起
誘
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

(受
｡

審査期間 ”
理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

一
年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 7 8 1 1 9 4 4 1 1 8

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
（具体的に）

審査期間
及び人員



【樫密栓21

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
神戸地裁管内

姫路検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
所
不
当

不起瞬相当

起
脈
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
１
Ｊノ

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

針

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今錘回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

征
人

助
言
者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

(受
問
か ら）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

4 4 8 1 1 9 5 3 1 8 1 1 2

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【榎鹿性21

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
神戸地裁管内
豊岡検察審査会

＝ ロ

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
斫
不
当

不起訴相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会鰹同数

1

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

狂
人

助
曾
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
所
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
在

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

(受
問
か ら）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

傭

考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【樋密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
奈良地裁管内
集計表

(最刑一）

(注） 「既済人員jの「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

奈良検審第5号（統計（資料） ） 令和7年1月14日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 奈良検察審査会事務局長

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
脈
不
当

不起解相当

起
砺
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小
計

申立却下

不
起
誘
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墜同数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起

脈
相
当

申
立
却
下
、
移
送
）

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
や

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 5 19 5 ” 2 2

句

33 24 5 4 11 19 3 5

備
考

一

未済事件のうち、審査期間が1年を超える率件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他

(具体的に）

審査期間
及び人員



【樋密栓盆】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
奈良地裁管内

奈良検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び『未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

奈良検審第3号（統計（資料） ） 令和7年1月14日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 奈良検察審査会事務局長

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
既
相
当

不
起
訴
不
当

不起瞬相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

針

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
問
か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会錘回数

１

回

２
回

3

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被

疑

者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
翫
相
当

不

起
解
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以

内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 3 19 5 27 29 23 2 4 7 19 3 4

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具

審査期間
及び人員



【檀塵性盆1

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
奈良地裁管内
葛城検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

葛城検審第2号（統計（資料） ） 令和7年1月7日

最高裁判所事務総局刑事局長殿 葛城検察審査会事務局長

処
理
・
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
脈
相
当

不
起
解
不
当

不起訴相当

起
所
猶
予

厳
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会躍同数

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

鉦人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

狂
人

助
曾
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
解
不
当

不
起
癖
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審壷期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 2 2 、 2 4 1 3 4 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具

審査期間
及び人員



【檀塵性愛】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大津地裁管内

築計表

<注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審壷を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
解
不
当

不起訴相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

、
■
８
９

－
Ｊ

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合
．
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墾同数

１
回
２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
所
不
当

不
起
豚
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 8 7 2 2 21 2 2 23 6 8 5 4 22 1 7 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【橿密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大津地裁管内
大津検察審査会

<注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

･既 済 人 貝

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
所
相
当

不
起
読
不
当

不起解相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
擢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

(受
審査期間
理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

1

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証

人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、凸＝

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

4 1 2 7 1 1 8 1 6 1 8 6 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【樋密栓盆1

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大津地裁管内
彦根検察審査会

（駁刑一）
●

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
所
不
当

不起訴相当

起
豚
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会駿回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
豚
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 4 6 2 13 1 1 14 5 1 4 4 13 1 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【樋密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
大津地裁管内
長浜検察審査会

(最刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

鍍 決 結 果 審 査 状 況.(第2段階の審査事件を含む）

起
所
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
脈
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
．
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会窪回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検

察

･官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員 ．

起
訴
相
当

不
起
解
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

(受
審査期間
理の日か ら）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 1 1 1 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳 ，

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



【機密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
和欧山地裁管内
集計表

(注） 『既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

躍 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
所
相
当

不
起
瞬
不
当

不起解相当

起
瞬
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
擢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移

送

合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墜同数

1

回

2

回

３
回
４
回

５
回
以
上

狂人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
癖
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む〉

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 5 13 2 5 ・ 25 I 1 ､2 28 3 10 15 2 11 12 3 10 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



【檀密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
和歌山地裁管内
和歌山検察審査会

(最刑一）

<注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
所
相
当

不
起
既
不
当

不起瞬相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
起
瞬
処
分
の
不
存
在

申
立
権
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

〈
ロ

計

(受
審査期間
理の日か ら）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会墜回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
翫
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

(受

間
か ら）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 4 8 2 5 19 1 1 2 22 3 6 13 2 10 7 3 10 1

備
考

未済事件のうち、審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員



【機密性2】

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 6年
和歌山地裁管内
田辺検察審査会

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各楓及び「未済人員」の欄は、法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

処
理
区
分

既 済 人 員

議 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
瞬
相
当

不
起
所
不
当

不起訴相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

、
Ⅱ
Ｊノ

計

申立却下

不
起
解
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
、
送

《
ロ

計

審壷期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会殿回数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
△
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
曾
者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
解
不
当

不
起
解
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、…

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 5 6 6 4 2 1 5

備
考

未済事件のうち、審壷期間が1年を超える事件の原因等内訳
･ 9

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
に）

審査期間
及び人員


